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平成１８年度社会保険庁予算の主要事項 
＜社会保険庁改革の推進＞ 

効率的で質の高い社会保険サービスの実現と国民の信頼回復に向けて、平成２０

年１０月を目途に社会保険庁を廃止し、公的年金は新たに設置する厚生労働省の特

別の機関において、政管健保は国から切り離し新たに設置する公法人において、そ

れぞれ運営を担うこととするなど、解体的出直しを行うこととし、次期通常国会に

改革関連法案を提出する。 

また、新組織の発足に向けて、国民サービスの向上、保険料収納率の向上、予算

執行の無駄の排除等の取組を徹底することとし、もう一段の業務改革・組織改革・

意識改革を総合的に推進する。 

 

◇ 社会保険庁事業運営費 ５，３２４億円 → ４，９５２億円 

対前年度 ▲３７１億円 

 

 

                                      
Ⅰ 国民サービスの向上                  

国民の視点に立ったお客様志向の社会保険サービスを実現するため、「行

政サービスのトップランナー」を目指した取組を推進する。 

 

 

 国民に年金加入状況の積極的な情報提供を実施する。 

○ 年金加入記録通知の送付            ０．７億円【新規】 
被保険者が、将来の年金受給権について意識し、年金制度の重要性を再認識し

ていただけるよう被保険者期間の中間点（３５歳）における年金加入の状況の送

付を実施する。 

 

 
国民のニーズに応じた年金相談の充実を図る。  
○ 年金相談体制の充実                    ７９億円→６９億円 

中央年金相談室の電話相談体制を拡充（180人体制）するとともに、全国共通

電話番号を導入し、中央年金相談室と全国23カ所の年金電話相談センターとの

ネットワーク化による応答率の向上を図る。また、年金相談センターについて

は、地域のニーズに応じた配置の見直しを行う。     
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 国民の立場に立って手続きの利便性の向上を図る。 

○ 国民年金の免除申請手続の簡素化        ０．６億円【新規】 
国民年金の全額免除又は若年者納付猶予の承認を受けた被保険者から事前に申

し出があった場合には、翌年度以降、所得要件を満たせば申請書の提出を省略で

きる仕組みを導入する。（手続きの簡素化により、納付書の発行経費を節減） 

 

○ 裁定請求書の事前送付                  ３億円→４億円 

年金請求者の利便性の向上を図るため、年金支給年齢に到達する直前に、あら

かじめ年金加入履歴等を記載した「裁定請求書」を送付する。 

 

○ 住基ネットを活用した生存確認の変更          ９億円→１８億円 

年金受給者に対するサービスの向上及び業務の効率化を図る観点から、住民基

本台帳ネットワークシステムを活用して生存確認を行うことにより、現況届の提

出を省略する。 

 

 

 国民にわかりやすく的確に伝達する年金広報・教育を充実する。 

○ 年金制度の周知                          １５億円→１０億円 

年金制度内容の理解促進を図るために、広報内容について創意工夫を凝らす

とともに、より効率的・効果的な広報の実施を図る。また、中・高校生を対象

とした年金教育を拡充し、学校における年金教育を一層推進するほか、大学に

おける年金セミナー実施のための取組を推進する。 

（年金広報用冊子等の種類、部数、配布先の見直し等により、経費を節減） 

 

 
首都圏におけるサービス提供体制を見直す。  
○ 首都圏の社会保険事務所の配置見直し（社会保険事務所の３増３減） 

管轄地域の人口が１００万人を超える大規模事務所では、相談窓口の混雑に

よる国民へのサービス提供及び国民年金保険料の収納対策業務に支障が生じて

いることから、埼玉県越谷市、千葉県市川市、東京都青梅市に社会保険事務所

を新設するとともに、全体の事務所数を増やさないために、東京２３区のうち

１区に２箇所配置されている事務所を統合して、一方を振替廃止（日本橋、神

田、大森）する。 
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 政府管掌健康保険のサービス内容の充実を図る。 

○ 政管健保における被保険者サービスの充実  ４２８億円→４４３億円 
被保険者のニーズに対応した健康診断を推進する観点から、健診の受診者の

拡大を図る。 

・受診者数 3,610千人→4,031千人 

 

 
国民のニーズを的確に把握する広聴機能を充実する。  
○ 定期的なお客様満足度調査の実施         ５百万円【新規】 

社会保険事務所や年金相談センターを来訪される方々にアンケートを実施し、

窓口サービスについての満足度を継続的に把握し、その結果をもとに改善のため

の対策を講じ、一層のサービスの向上を図る。 

 

 

 

 
Ⅱ 保険料収納率の向上                   

                                    

 

 

年度別行動計画に基づく納付督励活動の徹底した進捗管理と達成状況の検証に
よる着実な収納対策を実施する。 

○ 国民年金保険料収納対策の強化       １３２億円→１４０億円 

公的年金制度の安定的な運営を図るため、より効率的で効果的な徴収業務を

全国的に展開し、国民年金保険料の収納対策を一層強化する。 

・徹底した強制徴収の実施（強制徴収対象者の拡大） 

・所得情報を活用した免除勧奨 

     ・口座振替への移行勧奨 

   ・長期未納者に対する職員による戸別訪問の実施 

   ・集合徴収の実施の強化（467万件→1,836万件） 

   ・催告状及び電話による納付督励の強化 

    （催告状：3,493万件→3,634万件、電話納付督励：376万件→575万件） 

   ・国民年金推進員の増員（3,108人→3,334人） 

   ・クレジットカードによる保険料納付の導入 
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 国民年金未加入者の適用対策の強化を図る。 

○ 国民年金未加入者の適用対策の実施         ８億円→４億円 

国民年金未加入者について、その把握に努め届出勧奨を実施するとともに、

勧奨しても届出がない者に対しては、職権適用を実施する。また、ハローワー

クにおける失業者に対する説明会等の機会を利用して、手続の周知を行う。 

 

 

 未適用事業所の加入促進と適用の適正化を図る。 

○ 未適用事業所に対する適用対策の強化       １４億円→９億円 

厚生年金保険・健康保険の未適用事業所について、市場化テストのモデル事

業を大幅に拡大するとともに、未適用事業所の把握に努め重点的な加入指導等

を実施し、加入指導を重ねてもなお加入の届出を行わない事業所に対しては、

終的には職権適用を実施するなど、適正な対応を厳格に進める。 

 
 

 行政事務の合理化を図るため、業務改善や効率化を推進する。 

○ 「市場化テストのモデル事業」の大幅な拡大    ２億円→１５億円 

平成１７年度から実施している市場化テストのモデル事業のうち、厚生年金

保険・健康保険の未適用事業所の適用促進事業及び国民年金保険料の収納事業

について、実施対象社会保険事務所を大幅に拡大する。 

・未適用事業所の適用促進事業 ：５社保 → １０４社保 

    ・国民年金保険料の収納事業  ：５社保 →  ３５社保 
 

（未適用事業所適用対策及び国民年金保険料収納対策の既存経費を振替） 

 

○ 労働保険との徴収事務の一元化の推進      ０．２億円【新規】 

事業主の利便性の向上及び行政事務の効率化を図るため、労働保険との徴収

事務の一元化を推進する。 
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Ⅲ 予算執行の無駄の排除                   

 

 社会保険オンラインシステムについて、最適化計画を踏まえ、抜本的に見直す。 

○ 社会保険オンラインシステムの見直し 

１，１７８億円→１，４１５億円 

平成１７年度に策定する「社会保険業務に係る業務・システム 適化計画」

に基づき、社会保険オンラインシステムについて、これまでの随意契約を見直

し、競争入札を可能とし運用調達コストを削減するためのオープン化を図り、

さらにシステムを汎用性のあるものにすることにより、効率的・効果的なシス

テムを構築する。（システム刷新により、大幅な運用コストの節減が可能） 

○社会保険オンラインシステムの見直し 

・次期システム作成費（平成１８～２２年度までの開発の初年度分） ７４億円 

・システム契約をオープン化するための費用（いわゆる残債の解消）４４９億円 

○平成１６年年金法改正によるプログラム開発経費      １４９億円 

 

 

 調達コストの削減や調達の適正化を図る。 

○ 事務コストの削減 

法令上随意契約が可能な場合であっても、競争入札又は企画競争に付すこと

を原則とするとともに、調達委員会（社会保険事務局は契約審査会）による一

定額以上の調達案件の事前審査を徹底し、調達コストの削減や調達の適正化を

図る。 

 

 

 

 

Ⅳ 組織改革・職員の意識改革                 

 

 
組織改革・職員の意識改革を実行する。

○ 「年金運営会議」及び特別監査体制の先行実施 

国民の意向が十分に反映されるとともに、適正かつ効率的で透明性のある事

業運営を確保するため、平成２０年１０月目途の年金新組織の発足に先行して、

「年金運営会議」を設置するとともに、会計・業務・個人情報管理全般につい

ての特別な監査体制を整備し、それぞれ外部専門家の登用を図る。 
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○ 政管健保の運営組織の見直し 

   平成２０年秋目途の政管健保の公法人化に伴う新たな業務システムの構築に着

  手する。 

    

○ 新たな人事評価システムの導入 

効率的な業務運営等を実現するため、新たな人事評価システムを導入し、能

力主義・実績主義に立った人事・処遇の実施を通じて、職員一人ひとりの意識

改革を徹底する。 

 

 

 

 

 

Ⅴ その他                   

 

 

石綿による健康被害を受けた離職船員に対する無料の健康診断を実施する。 

 ○ 無料健康診断の実施（船員保険）            ４百万円【新規】 

陸上労働者と同様に、石綿による健康被害を受けたことにより、船員健康管理

手帳が交付された離職船員に対して、年１～２回の無料の健康診断を実施する。 



 

  - 7 - 

 
年金事務費の財政上の特例措置  

 
 
○ 社会保険庁の事業運営経費の圧縮 
 

 社会保険オンラインシステムを抜本的に見直し、システムを刷新するためにシ

ステム経費は大幅に増加するが、事業運営経費全般について見直し、精査した結果、

前年度予算に比べて減額 

         （平成１７年度）  （平成１８年度）   （差引増減） 

          ５，３２４億円 → ４，９５２億円   ▲３７１億円 
 

（うちシステム経費  １，１７８億円 → １，４１５億円    ２３７億円） 

 

 

○平成１８年度においては、引き続く国の厳しい財政事情にかんがみ、年金事

務費財源の一部に保険料を充当する財政上の特例措置を継続  
 

  

 

 

                （平成１７年度）       （平成１８年度）        （差引増減） 

保険料負担とする特例措置の対象は、国民の理解を得られるよう、保険事業運

営に直接関わる適用、徴収、給付、システム経費に限定する。 

（平成17年度の特例措置と同様）

特例措置額       ９２３億円   →  １，００４億円       ８１億円 
 

【具体的な取扱い】 
 

○ 従来から国庫負担としている人件費については、引き続き国庫負担とする。 
 

○ 人件費以外の事務費について、特例措置として保険料負担とするものは、国民の理解が得られるよ

う、保険事業運営に直接関わる経費に限定する。 

・ 保険事業運営に直接関わる経費 

社会保険庁と被保険者・受給者との間で行われる適用、徴収、給付に至る事務に係る経費

（システム経費を含む）。 
 

○ 上記以外の経費は、国庫負担とする。 

・ 上記以外の内部管理事務経費 

職員宿舎、公用車、福利厚生、研修等に係る経費 

 

 

○平成19年度以降は、恒久的な措置を講ずる。

 


